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四
J 凡
問
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雑

然
し
な
が
ら
彼
は
此
問
仁
丹
V

ヤ
ヅ
グ
、
ネ
ヅ
ヵ
!
の
知
遇
戚
b
台。

を
受
け
て
九
一
千
八
百
O
三
年
以
来
展
々
其
オ
ヅ
ペ
の
別
'
彼
は
官
に
是
等
の
有
力
な
助
言
を
得
花
の
す
か
な
ら
安
、

業
を
訪
れ
る

h

と
と
な
っ
校
。
此
別
業
に
は
総
代
の
才
女
、
党
共
書
婦
の
傍
苦
は
少
な
か
ら
ポ
ノ
此
華
や
か
な
交
遊
の
怨
め

る
ス
テ
ー
ル
夫
人
の
カ
r
L

由
っ
て
常
に
爽
快
な
窓
気
が
漏
…
に
慰
安
を
受
け
た
O

ゴ
ヅ
ペ
に
遠
足
少
一
試
み
北
γ
λ
，モシ

も
て
居
つ
記
。
彼
は
此
所
で
網
棚
厚
な
4

y
グ
ヤ
マ
シ
、
コ
一
一
ア
は
往
々
此
所
に
数
日
間
足
を
止
め
、
或
は
一
真
に
氷
河
に

ン
ス
タ
ン
や
有
名
な
瑞
西
の
歴
史
家
ジ
エ
ア
y
、
ド
、
ミ
一
族
行
を
誠
み
な
ど
し
セ
。
ス
一
ア
ー
ル
夫
人
の
流
暢
な
快
鮮

ユ
ラ
ー
や
博
血
中
な
批
-
評
家
γ
ユ
レ

1
グ
ル
p
p
・
」
合
令
し
、
一
比
一
や
彼
女
が
其
周
閣
に
吸
収
し
得
北
一
粒
選
ム
リ
の
交
友
拡
長

較
解
剖
患
の
キ
;
グ
エ
!
と
相
識
ιリ
植
物
皐
者
の
ヂ
!
、
一
い
坐
業
の
倦
怠
を
墜
す
る
乙
と
が
出
来
、
花
。

ゴ
Y

ド
ル
に
述
紹
介
せ
ら
れ
、
英
他
此
別
業
を
訪
問
す
る
一
度
重
な
つ
大
コ

y
ペ
訪
問
宅
老
名
ジ
ヤ
・
l
ル
の
出
精
を

巴
里
及
川
ω
其
他
欧
洲
各
地
の
最
宅
著
名
な
人
物
F
見
る
之
一
際
げ
る

E
が
無
わ
っ
た
。
伎
は
孜
々
一
替
々
ー
と
し
て
修
史
の

之
、
が
出
来
、
食
。
此
所
仁
一
彼
を
閣
総
す
る
替
の
は
敦
れ

6
一
一
筆
を
運
ん
で
ゐ
る
。
其
著
述
の
進
行
す
る
有
様
は
普
く
母

流
の
お
士
才
媛
で
あ
る
、
優
れ
な
一
顕
脳
は
相
互
に
必
用
互
の
室
田
簡
に
表
れ
て
ゐ
る
。
母
は
絶
え
歩
此
書
の
種
々
な
る

る
思
想
の
交
換
仁
由
っ
て
務
化
叉
愉
快
な
る
偶
然
の
論
争
一
鮪
か
ら
刺
激
せ
ら
れ
食
戚
想
を
述
べ
て
其
子
に
助
言
を
奥

に
由
っ
て
益
々
官
騰
と
矯
b
精
良

2
鋳
る
も
の
で
あ
る
。
一
ヘ
て
ゐ
る
。
荷
省
中
庸
を
失
は
な
い
静
卒
な
る
必
を
以
て

ジ
モ
ン
ド
、
ド
、
ジ

λ

モ
ン
ヂ
は
此
別
業
仁
於
て
有
カ
な
る
一
経
験
仁
乏
し
い
青
年
に
有
勝
も
な
濁
断
的
な
意
見
、
背
信

助
言
を
受
け
校
、
彼
は
此
著
明
な
捕
向
島
e

な
人
々
と
の
交
遊
一
の
態
度
設
に
懐
疑
の
傾
向
を
訓
め
て
ゐ
る
。
彼
女
が
ジ
ス

に
由
っ
て
大
に
得
る
所
が
あ
っ
セ
。
彼
の
思
想
の
内
仁
は
モ
ン
ヂ
に
奥
ヘ
投
書
憶
の
一
節
に
「
現
代
の
人
士
が
呉
享

真
に
多
数
の
題
目
を
抱
擁
す
る
に
至
つ
柱
。
而
し
て
彼
が
得
し
つ
h
あ
る
あ
ら
ゆ
る
幸
一
臓
の
基
礎
を
翁
せ
る
唱
の
な

過
去
の
産
物
中
に
は
不
織
の
欧
州
多
を
と
と
を
愈
よ
痛
却
に

t
り
之
思
惟
せ
る
思
想
を
徒
ら
に
攻
撃
す
る
者
の
一
般
人
士

. 

皆
之
を
追
認
せ
る
が
故
広
大
会
閣
は
露
劉

t
元
首
を
等
う

し
~
外
交
を
之
に
委
ね
北
る
の
永
、
但
し
、
人
民
は
露
兵

の
合
替
を
拒
ひ
を
得
歩
。
一
八
七
レ
七
年
三
月
三
十
五
日
の

0

0

0

0

 

諮
律
は
一
八
八
一
年
ょ
ん
賛
純
せ
ら
れ
、
君
悶
防
備
の
鴻

雰
蘭
臣
民
に
兵
役
の
義
務
を
課
し
た
t
り
。
但
大
益
閣
に
は

議
舎
の
設
あ
ら
'
~
そ
の
政
府
も
亦
一
猫
立
せ
よ
り
、
然
る
仁
コ

コ
ヲ
イ
第
二
世
卸
位
前
後
よ
ん
人
募
蘭
仁
詩
ず
る
露
化
政
策

著
々
と
し
て
安
施
せ
ら
れ
、
一
八
九
九
年
募
蔚
の
陸
箪
を

露
闘
の
陸
軍
仁
令
併
す
る
法
を
定
め
、
同
二
月
十
五
日
の

詔
勅
を
以
て
恭
蘭
の
立
法
制
度
を
改
革
し
て
議
舎
の
樵
限

葉
蘭
(
瑞
典
諸
に
て
同
E
F
E茅
蘭
誌
に
て

ωcosh
と
精
一
一

-P結
少
し
帝
閥

t
共
遁
の
立
法
は
将
来
之
が
協
賛
を
要
せ

ず
、
)
大
会
闘
は
脅
て
瑞
一
典
閣
の
一
部
を
構
成
せ
し
が
、
一
一
含
る

t
tな
し
、
そ
の
後
、
日
露
戦
役
の
影
響
を
受
け
て
九

，
八

O
九
年
九
月
十
レ
七
日
に
吋
町
内
仏
立
与

ωYR口
の
依
約
を
以
一
百
五
年
十
一
月
四
日
一
旦
大
に
譲
歩
す
る
所
あ
t
り
、
九
百

て
露
闘
に
併
合
せ
ら
れ
、
瑞
典
王
は
そ
の
規
定
に
於
て
す
一
六
年
レ
七
月
歩
闘
は
普
通
選
惑
に
基
け
る
一
院
の
議
舎
を
設

べ
て
の
機
利
を
翠
げ
て
之
子
露
滑
に
譲
輿
し
北
ょ
ッ
、
乙
の
…
け
、
党
rp
し
唱
本
年
に
入
ム
ツ
て
愈
よ
歩
蘭
の
享
有
し
た
F

り
し

依
約
の
締
結
に
先
も
募
蘭
の
諸
階
級
は
M
W
O

ぬ
O

仁
間
舎
を
ケ
従
来
凶
一
特
様
は
剥
奪
せ
ら
れ
大
6

0

六
月
十
日
歩
蘭
法
案

闘
を
て
露
殺
と
協
約
す
る
所
あ

b
、
露
帝
は
募
蔚
大
会
と
~
の
露
関
議
舎
に
於
て
採
決
3
る
、
や
在
野
議
議
員
M
F漣
挟

し
て
承
認
せ
ら
れ
、
之
仁
劃
し
て
一
八

O
九
年
三
月
二
十
侠
席
し
、
反
封
の
投
棄
を
然
せ
し
は
十
月
業
員
二
十
三
人

・
必
日
大
必
闘
の
憲
法
を
確
認
し
北
よ
り
。
爾
来
降
代
の
皇
'
婦
に
過
ぎ
歩
賛
成
百
六
十
凶
票
を
以
て
可
決
せ
ら
れ
、
議
場

の
矯
め
に
情
惑
を
受
く
る
仁
至
る
可
き
は
牽
宅
怪
h
u

に
足

点
、
d

る
乙
と
仁
て
候
。
俄
令
其
思
想
は
誤
ム
ツ
な
よ
リ
と
す
る

-
号
、
然
活
長
く
信
性
ら
れ
大
る
誤
謬
は
五
百
人
が
之
に
代
ら

し
め
ん
之
ず
る
も
の
よ
L

リ
宅
更
に
零
敵
す
可
き
ρ
も
の
に

候
し
と
一
五
ふ
一
語
が
あ
る
。
普
人
は
最
港
記
憶
す
可
く
味

会
.
可
き
実
字
，
で
あ
る
と
思
ふ
。
(
未
完
一

ザ
分
蘭
憲
法

雑

銭

四
λ
五

~"戸内帆l十…叩・ι 、，-'白川
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一雑

は
一
嶋
爪
取
し
e
J

一
ん
之
を
い
蹴
し
宥
殺
の
グ
リ
ジ
広
ケ
グ
イ
ヅ
手
は

町
一
ロ
グ
町
一
口

D
V
E
5
t叫
ぺ
よ
リ
G

抑
が
も
今
岡
康
止
せ
ら

れ
北
る
雰
一
関
憲
法
ー
と
は
如
何
な
る
号
の
な
・
9
や
、
左
に
掲
一

?
る
は
加
も
九
百
六
年
改
草
前
の
制
度
の
一
斑
な
F
-
9
0
一

(

第
一
・
章
-
議
曾

憲
路
の
制
定
は
速
く
一
七
七
二
年
に
遡
れ
よ
ツ
、
爾
家
数

ば
修
五
せ
ち
れ
、
ち
る
が
殊
に
著
る
し
き
修
正
を
一
七
八
九

年
二
月
二
十
一
日
放
に
問
月
三
日
の
洛
律
及
一
八
六
九
年

四
月
十
九
日
の
法
律
と
な
す
、

ζ

の
六
十
九
年
の
法
律
は

議
合
召
集
の
期
限
を
定
め
た

6
0
政
憾
は
君
主
制
に
し
て

貴
絞
僧
侶
市
民
農
民
間
階
級
の
代
表
者
よ
'
り
成
れ
る
議
命
討

を
設
く
。
立
絵
権
は
議
一
曾
と
大
会
印
私
皇
帝
と
に
閥
均
す
る

昔、
A
H
A

品
w
は
絶
調
的
不
裁
可
棋
を
有
し
、
叉
砂
日
て
議
案
楼

を
龍
一
断
し
た
t
り
を
。

第

一

節

議

曾

第
一
一
羽
議
命
H
H
t
g
m
見
仰
向
を
構
成
す
る
は
下
の
四
階
級
岳

第
一
騎
士
、
と
の
階
級
に
於
て
は
関
内
貴
族
の
打
主

す
ぺ
て
出
席
様
を
有
ず
戸
主
、
事
故
あ
る
時
は
相
療

の
順
位
に
あ
る
替
の
之
仁
代
る
。
て
八
七
五
年
雰
蘭

線

主19

ポ
ー
に
先
て
通
常
議
舎
を
解
散
す
る
の
継
を
有
ず
、
旦
解
散

後
五
筒
年
以
内
に
新
議
舎
を
召
集
す
る
を
要
せ
み
が
ノ
。
被
選

議
員
の
任
期
い
通
常
舎
の
閉
舎
と
共
仁
終
了
し
、
臨
時
議

舎
の
際
活
解
散
の
際
も
共
仁
新
選
患
を
行
ふ
が
も
の
1
ζ

ず
。

議
舎
の
召
集
3
る
一
、
や
騎
士
階
級
の
議
員
は
貴
族
監
督

常
住
委
員
に
謝
し
て
そ
の
資
格
を
説
明
セ
会
る
可
か
ら
歩

間
的
階
級
公
選
出
議
員
は
そ
の
機
能
の
合
法
な
る
乙
と
仁

就
を
守
支
の
説
明
書
を
日
書
出
せ
念
る
可
か
ち
歩
ι
階
級
の

審
査
は
唯
々
形
式
に
遺
漏
な
き
ゃ
否
や
被
選
人
仁
資
格
あ

ふ
や
否
や
の
紡
仁
止
れ
か
o

開
階
級
け
い
各
々
一
別
れ
て
合
議
を
開
く
。
何
れ
が
も
勅
選
の

議
長
一
ん
閣
議
長
一
人
b
d
出
す
が
も
大
俗
豆
ね
必
ホ
ノ
僧
侶
階

級
の
議
長
・
北
F
9
0

農
民
階
級
の
書
記
官
以
勅
選
仁
し
て
路

律
家
を
任
期
す
I
ζ

雌
弘
樹
他
一
一
一
階
級
に
あ
t
リ
て
は
之
を
互

選す〆。合
議
け
い
れ
公
開
な
る
も
特
別
の
決
議
に
よ
ιり
て
秘
密
舎
と

な
す
を
得
。
決
議
は
各
階
級
に
於
て
各
々
之
を
行
び
絡
調

的
多
数
に
よ
ウ
て
之
を
定

U
o
法
案
は
究
書
を
以
て
政
府

よ

b
同
時
に
各
階
級
仁
提
出
す
。
憲
法
上
の
改
革
に
就
て

雑

記k
z・

4緑

同
日
八
六

に
一
印
豆
一
一
平
家
の
貴
族
一
あ
t
り
、
う
ち
伯
母
レ
七
人
男
爵

四
十
凶
人
士
爵
百
七
十
九
人
な
A
ツ
号
。

第
こ
品
開
侶
i
ζ
の
階
級
に
於
て
は
新
教
大
俗
涯
↓
人

倍

E
こ
人
、
一
日
一
倍
E
領
新
数
信
侶
選
出
代
議
士
二
十

八
人
、
八
時
W

ジ

Y

グ
ブ
オ
ル
ズ
大
皐
削
減
出
代
議
士
一

人
叉
は
二
人
、
中
皐
設
に
R

公
立
皐
校
教
諭
選
出
代
議

士
一
一
一
人
乃
至
六
人
を
合
ひ
。

第
三
市
民
、
と
の
階
級
は
都
合
の
港
出
せ
あ
代
議
士

に
し
て
一
八
七
三
年
に
三
十
六
人
。

ω

第
四
農
民
、
郡
村
に
で
選
出
せ
る
代
議
、
士
五
十
九
人

倍
侶
以
下
三
階
級
の
議
員
は
報
酬
を
受
け
営
該
選
懇
匿
の

選
感
人
之
を
梯
ふ
、
そ
の
額
は
地
方
に
よ
よ
り
て
等
し
か
ら

歩
、
議
員
之
仁
補
足
せ
含
る
緑
川
持
所
属
階
級
の
決
議
を
待

て
之
を
増
額
せ
し
む
る
乙
之
を
得
。

ωζ
の
が
織
は
一
八
六
六
年
改
正
前
の
瑞
典
議
曾
K

一回ヒ

第
二
項
一
八
六
七
年
以
来
議
舎
は
少
く
宅
五
年
仁
一
一
同

通
常
舎
を
開
を
合
期
を
四
筒
月
と
潟
ナ
ー
乙
れ
)
八
六
九

年
後
布
の
法
律
を
以
て
定
め
た
る
所
な
1
9
0

皇
品
布
院
合
期

を
挺
長
一
し
、
臨
時
議
舎
を
召
集
す
る
を
得
、
叉
舎
期
の
終

四
階
級
の
一
致
k
必
要
と
す
、
財
政
に
闘
す
る
怯
案
仁
就

て
一
号
亦
然
J

り
。
但
し
一
致
を
得
芯
る
場
合
に
は
議
曾
は
各

階
級
よ
t

り
十
五
人
宛
、
総
計
六
十
人
の
大
委
員
を
任
命
し

三
分
の
こ
の
多
数
を
以
て
問
題
を
解
決
せ
し
む
。
爾
飴
の

問
題
に
就
て
は
三
階
級
の
賛
成
を
以
て
之
を
確
定
す
。

各
通
常
舎
は
少
く
宅
五
個
の
特
別
委
員
(
立
法
、
行
政
経

焼
、
財
政
、
組
税
、
銀
行
}
を
設
け
て
案
件
の
調
査
に
蛍
ら
し

む
O

乙
の
委
員
は
四
階
級
各
々
之
を
選
壊
し
而
し
て
各
階

級
何
れ
唱
委
員
の
四
分
の
一
を
出
す
。

四
階
級
は
叉
一
階
級
の
務
代
議
あ
の
而
し
て
少
く
宅
他
の

一
階
級

ω賛
成
あ
ん
，

t
る
時
は
相
合
し
て
総
合
議
を
開
く

を
得
、
乙
の
際
議
長
席
に
就
く
は
騎
士
階
級
の
議
長
な
る

号
、
そ
の
支
障
あ
る
時
以
僧
侶
、
市
民
、
農
民
階
級
の
議
長
-

順
順
次
に
之
に
代
る
唱
の
と
す
。
但
し
総
合
議
は
討
議
檎
を

有
す
る
の
み
仁
し
て
、
そ
の
決
議
は
更
に
各
階
級
の
通
常

舎
を
聞
を
討
論
を
用
ゐ
ポ
ノ
し
て
之
を
採
る
も
の
と
、
す
。

議
舎
に
於
f

皇
帝
を
代
表
す
る
は
元
老
院
制

ω
g主
弘

元
老
院
議
官
は
総
合
議
に
列
席
し
得
る
港
各
階
級
の
曾
議

に
は
そ
の
議
員
文
る
資
格
を
有
す
る
唱
の
に
限
ιり
之
仁
列

四
八
七



雑

総

席
し
得
る
の

ai，
内
閣
責
任
の
制
度
以
行
は
れ
歩
、
す
る
が
如
し
。
最
後
に
議
舎
は
関
税
を
左
右
す
る
の
機
な

向
元
衆
院
は
皇
掃
の
芥
曹
公
民
の
う
ち
よ
り
勅
選
せ
る
土
ハ
人
の
議
官
を
以
し
乙
れ
主
棋
の
夜
勤
と
し
で
政
府
に
厨
せ

b
。
叉
解
散
の

て
純
一
織
す
ウ
ん
を
同
庁
て
一
一
部
t
な
L
腕
器
部
は
内
閣
を
司
法
部
は
大
審
院
を
-
一
際
は
次
の
議
命
回
全
A
U

邸
も
五
年
間
従
来
の
規
定
仁
よ
t
リて

椋
成
ず
。
各
部
忙
副
議
長
一
六
湯
川
九
六
日
公
闘
の
線
督
、
皇
穏
を
代
表
L
一
租
税
を
徴
牧
し
敢
て
解
散

3
れ
北
る
議
舎
の
珠
算
を
協
賛

'
ζ
豆
七
院
議
長
、
た
り
、
諸
問
L
て
紹
一
郡
山
附
の
議
官
刊
誌
務
也
管
一
分
揺
す
一
せ
る
と
否
と
を
問
は
歩
、
政
府
は
各
通
常
議
曾
若
く
は
臨

第
三
度
議
舎
の
協
賛
せ
る
す
べ
て
の
決
議
は
皇
帝
の
裁
一
時
議
合
仁
於
て
特
に
大
会
脳
の
潟
仁
使
用
す
可
を
品
質
訟
の

可
を
経
才
る
可
か
ら
安
、
皇
帝
は
絶
鈎
的
不
裁
可
権
を
有
一
決
算
に
就
て
報
告
す
る
の
義
務
あ
ん
。
雰
蘭
よ
J

り
帝
室
費

し
、
且
絵
律
を
日
公
布
す
。
而
し
て
議
舎
は
臨
時
税
滋
に
闘
で
と
し
て
支
出
す
可
を
金
額
以
極
め
て
尚
一
一
少
な
る
唱
端
部
算
に

立
銀
行
の
問
題
に
闘
し
て
議
案
機
を
有
す
る
の
み
、
爾
鈴
一
明
記
し
あ

6
0

の
問
題
に
関
し
て
以
唯
上
奏
糠
を
行
使
(
得
る
の
み
な
よ
リ
一
各
通
常
議
舎
は
雰
蘭
銀
行
取
締
役
凶
人
(
内
一
人
官
選
)

し
が
一
八
八
二
年
の
改
革
は
大
に
議
舎
の
議
案
様
を
機
張
一
監
査
役
四
入
を
互
選
す
、
乙
の
代
表
者
仁
は
叉
議
舎
の
任

し
て
、
皇
告
の
之
を
留
保
す
る
の
必
要
あ

6
2認
め
し
-
竜
一
命
せ
る
助
役
あ

b
、
任
期
は
次
期
議
舎
の
閉
曾
ま
で
仁
し

の
の
外
は
一
初
議
舎
に
そ
の
継
を
輿
ヘ
北

b
。
一
て
取
締
役
は
年
額
六
千
絵
の
報
酬
を
受
け
て
監
査
役
は
昨

議
舎
は
毎
期
地
租
に
・
就
て
議
す
る
の
要
な
し
-
地
組
は
一
宮
を
受
く
。

古
来
の
規
定
に
従
て
徴
収
3
る
、
者
仁
じ
て
議
舎
は
喰
そ
」
第
二
章
議
員
選
翠
件
前

の

税

率

を

鎚

夏

し

得

る

の

み

。

之

仁

反

し

て

議

曾

は

毎

期

'

第

一

款

選

感

入

@
-
-
-

所
得
税
酒
税
に
就
て
規
定
し
叉
印
紙
枕
に
就
て
同
一
の
権
特
別
の
規
定
。
選
悲
人
以
僧
侶
の
階
級
に
於
て
は
、
、
第

利
を
行
使
せ
ん
と
せ
る
港
政
府
拡
慣
例
仁
従
ぴ
、
議
舎
の
一
、
コ
一
倍
E
阪
の
ル
ヅ
タ
1
援
の
僧
侶
、
第
二
、
へ
ル
ジ

協
賛
を
待
大
歩
従
来
の
税
率
に
よ
よ
リ
て
之
を
賦
課
せ
ん
と
ン
グ
プ
オ
ル
ス
大
患
数
授
職
員
、
第
一
ニ
、
中
態
絞
踏
に
会

120 121 

立
母
校
の
数
議
乙
れ
な

6
0

市
民
の
階
級
に
於
て
は
市
舎
議
員
選
悲
棋
を
有
す
る
川
も

の
の
う
も
、
貴
族
故
に
僧
侶
階
級
選
恕
人
を
除
き
大
る
外

は
す
べ
て
然
I

り
と
す
。

尚
庶
民
の
階
級
に
於
て
は
援
選
の
方
法
を
採
L
り
、
各
村
に

於
け
る
土
地
豪
帳
整
緑
地
所
有
者
占
有
者
並
に
遊
園
耕
作

者
を
以
て
一
万
態
康
人
と
し
、
爾
他
の
階
級
に
属
す
る
遣
の

溢
に
官
皮
は
之
を
除
(
、
各
村
の
選
一
恩
人
は
議
員
選
翠
人

一
人
を
選
出
す
、
但
し
そ
の
人
口
二
千
人
を
超
ゆ
る
が
も
の

は
二
千
人
毎
に
一
人
を
増
加
す
。

....-. 

一
般
の
規
定
。
選
聖
人
は
募
蘭
の
日
公
民
仁
し
て
二
十
一

歳
以
上
の
も
の
北
る
を
袈
-
す
但
し
宗
娠
の
異
同
を
向
は
歩

後
日
ル
に
付
せ
ら
れ
北
る
が
も
の
身
代
限
の
底
分
を
受
け
食
る

が
も
の
、
破
廉
恥
罪
に
よ
t
り
罰
せ
ら
れ
食
る
唱
の
、
会
様
ど
剥

奪
せ
ら
れ
食
る
唱
の
、
投
票
権
を
買
買
し
選
禦
仁
於
て
不

正
手
段
を
行
以
、
投

A

慕
の
自
'
闘
を
犯
し
北
る
が
潟
罪
に
問

隠
れ
文
る
唱
の
院
制
感
想
人
文
る
の
資
格
な
じ
、
葉
蘭
目
公
民

と
し
て
選
製
品
別
三
年
以
上
容
一
銀
河
d

れ
も
d

る
も
の
挫
に
脱
仁

一
の
階
級
の
懲
恕
曾
に
於
て
投
涼
し
北
る
後
真
に
他
の
階

雑

録

四
八
八

級
の
明
感
泉
・
舎
に
出
頭
し
な
る
宅
の
は
投
票
を
行
ふ
を
得
A
V
J

一
第
二
款
被
選
懇
資
格

選
康
人
は
年
齢
二
十
五
歳
に
淫
し
基
督
殺
を
信
ホ
ノ
る
仁

於
て
は
す
べ
て
被
選
資
格
あ
ら
。
官
変
(
元
老
院
議
官
を
也

合
む
)
は
農
民
階
級
の
代
議
士
北
る
を
得
歩
。

第
三
款
選
血
中
命
日
設
に
投
票

僧
侶
の
階
級
に
於
て
は
ル
ヅ
タ

l
数
舎
の
大
借
主
叫
'
靴

一
一
借
庄
は
上
越
の
如
く
常
然
議
席
を
占
ひ
。
蹴
僚
の
被
選

代
議
士
を
選
定
す
る
が
翁
め
仁
川
ω
各
々
特
殊
の
幾
翠
命
日
ゐ

L
リ
、
郎
も
僧
侶
の
選
壊
舎
は
〈
日
計
二
十
八
名
の
代
議
士
を

‘
翠
げ
、
ヘ
ル
ジ
シ
グ
ブ
オ
ル
ス
大
感
激
授
職
員
は
一
名
若

く
は
二
名
の
代
議
士
を
悲
げ
、
中
島
e

絞
挽
に
一
公
立
皐
絞
の

数
識
は
三
名
乃
至
六
名
の
代
議
士
を
悲
?
。
選
禦
は
直
接

選
挙
な
よ
り
。
品
回
避
訴
訟
は
僧
侶
に
あ

b
て
は
第
.
審
綜
宗

数
裁
剣
所
仁
於
ノ
人
之
を
審
理
し
、
終
審
は
元
老
院
之
を
審

理
す
。
大
血
中
選
邸
中
仁
関
す
る
訴
訟
に
於
て
御
一
一
審
終
審
共

に
元
老
院
の
管
轄
に
属
す
。

市
民
階
級
に
於
て
は
各
市
一
人
の
代
議
士
を
選
出
す
。
‘

人
口
六
千
人
を
有
す
る
市
は
二
人
の
代
議
士
を
出
(
以
上

四
λ
先ー



.
雑
銭

六
千
ん
を
加
ふ
る
毎
に
一
入
の
代
議
士
b
F品
川
加
す
。
市
部
参
事
合
郡
長
の
乙
と
を
行
ふ
。

選
出
代
議
士
の
数
以
一
八
七
二
年
'
に
三
十
六
人
・
な
よ
り
を
。
市
と
村
と
は
邸
も
地
方
自
治
関
鰹
に
し
て
代
議
機
関
を

選
壊
は
直
接
に
し
て
、
賞
選
訴
訟
は
第
一
容
は
市
裁
剣
所
有
す
。

第

ヱ

一

審

詑

仰

い

終

容

は

元

老

院

之

を

審

理

す

。

市

に

あ
λ

ツ
て
は
そ
の
人
口
二
千
を
超
え
ぎ
る
替
の
は
市

¥
農
民
階
級
に
於
で
は
各
郡
村
裁
剣
管
隠
含
ヨ
話
料
斜
(
五
民
総
合
一

3
ω
E
g
g
s
g白
市
参
事
舎
と
共
に
行
政
の
局
に

十
九
持
阻
ぁ
，
O')
よ
'
り
一
人
の
代
議
士
を
出
す
。
議
員
選
脅
る
、
市
品
会
事
曾
ヨ
兆
一

2
5は
総
舎
の
総
選
を
経
一
て
勅
選

率
人
は
剣
事
の
下
に
集
合
し
て
選
壌
宏
行
ふ
。
必
間
選
訴
訟
一
き
れ
北
る
市
長
ヴ
o
d
g
p
m俳
句
作
I
ζ

総
舎
の
態
態
を
総
て
知

は
第
一
容
は
那
村
裁
剣
所
第
一
二
審
品
川
に
総
審
拡
元
老
院
之
一
事
よ
1

り
承
認
ゼ
ら
れ
大
る
数
人
の
参
事
員
と
を
以
て
構
成

を

審

理

ず

。

、

一

一

せ

る

執

行

委

員

な

よ

リ

。

人

口

二

千

以

上

の

市

踏

に

以

下

の

何
れ
の
選
堺
舎
に
於
て
が
も
投
w一
雨
は
無
記
名
仁
し
て
且
代
一
市
仁
て
名
市
民
総
舎
の
決
議
一
宮
経
大
る
も
の
に
あ

b
て
は

理
投
票
を
許
3
歩

。

一

第

二

市

民

総

合

の

選

出

せ

る

市

舎

議

員

己

え

U
E
E祭

第
一
日
一
挙
市
村
の
自
治
機
関
一
同
町
内
作
第
二
、
前
記
の
如
く
構
成
3
れ
セ
る
市
参
事
曾
と
相

一

，

斡

線

説

‘

一

共

に

市

政

の

責

任

を

負

ふ

。

歩
蘭
大
瓜
内
閣
は
之
を
八
洲
}
似
口
仁
A
A
も
皇
帝
の
直
接
径
一
郡
部
に
ゐ
1

り
で
は
、
村
邸
も
寺
院
の
行
政
は
村
民
総
合

，
A
W
せ
る
知
事
的
ロ
5
3
0吋
州
の
行
政
に
嘗
る
。
州
仁
政
談
合
一

r
0
3
5
5と
ω
門似
8
8
μ

仁
属
し
、
総
合
以
村
参
事
員
r
o
B

の
設
あ
ん
'
0

、一

g
g山一
3
0
5
5仏
を
泉
げ
て
之
仁
執
行
機
を
認
す
、
政
府
を

州
は
叉
之
を
郡

5
3仏
q
に
分
ち
知
事
監
督
の
下
に
一
万

r

代
表
す
る
は
知
事
の
任
命
せ
る
代
官
一
ぎ

3
8
に
し
て
議

老
院
の
任
命
せ
る
郡
長

r
gロ
o
S刊
号
そ
の
行
政
事
務
を
は
一
村
を
監
督
す
る
ゐ
L
リ
、
或
は
数
村
を
監
督
す
る
あ

b

扱
ふ
。
那
に
宅
議
舎
な
し
。
市
は
郡
の
符
轄
を
受
け
京
市
以
〈
代
官
毘
な
る
…
種
の
行
政
区
域
を
構
成
せ

b
o

12盛
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第
一
節
市
民
一
線
合
、
市
合
、
市
参
事
合

市
自
治
機
関
の
構
成
は
ウ
ペ
七
三
年
十
二
月
ぺ
日
の
法

律
を
以
て
規
定
し

t
b
o
上
述
の
如
く
人
口
二
千
以
上
の

市
は
怯
律
上
、
市
合
の
設
あ
る
が
も
そ
の
以
下
の
市
は
或
は

そ
の
事
務
を
市
舎
に
委
ぬ
る
あ
i
ッ
、
或
は
市
民
総
合
仁
あ

6
4
て
之
を
・
決
す
る
み
A
7
9

然
れ
と
悲
市
の
大
小
を
問
は
み
が
ノ

市
民
総
舎
の
椛
限
は
重
要
に
し
て
、
市
成
律
事
舎
の
使
命
は

そ
の
必
京
協
興
ず
る
所
な
A
Y
O

故
に
市
舎
に
就
て
叙
す
る

仁
方

b
て
は
市
民
総
合
の
権
限
を
参
照
す
る
乙
と
、
な
し

‘由守

記
事
を
省
略
ず
可
し
。

第
一
款
市
民
総
合

•• 
第

一

項

純

織
o

M

W

色
町
ロ
g
a
g
s
-
P
と
は
市
廓
総
舎
の
意
J

議
を
有
せ
る
が
目
付
民
棋
を
有
し
納
税
の
義
務
を
忠
一
ら
合
る

一
自
治
匝
誌
は
男
女
を
問
拡
歩
す
べ
て
之
に
出
・
泌
す
'
る
の
権

利
を
有
ず
。
但
し
こ
十
}
歳
以
下
の
未
了
年
者
、
有
夫
の

女
い
子
、
僕
娩
は
列
席
す
る
を
得
、
ポ
ノ
。
離
婚
せ
る
女
子
、
寡
婦
、

米
婚
女
子
4
列
席
の
機
あ
I

り
、
而
し
て
未
婚
女
子
は
法
律

土
濁
立
の
成
人
え
な
t
り
得
可
き
ご
・
十
五
歳
仁
建

z

せ
ぎ
る
毛

ご
+
日
歳
に
し
て
そ
の
様
利
を
行
使
し
得
可
し
。
露
罰
を

胸

精

鋭

受
け
-V
内
る
唱
の
る
蛾
慨
を
剥
奪
せ
ち
れ
文
る
唱
の
、
前
年
度

の
組
一
枕
を
納
め
才
る
替
の
は
列
席
械
を
有
せ
や
J
O

@

@

 

第
一
一
項
じ
合
期
。
総
合
は
市
長
を
舎
長
と
し
必
要
あ
る

毎
に
開
曾
す
。
出
席
者
は
歳
入
に
濁
し
納
税
額
の
率
如
何

に
従
ぴ
、
投
票
携
を
増
加
す
と
雄
号
、
弁
市
と
電
総
舎
に

於
て
最
高
山
規
加
一
稲
敷
金
定
む
。
例
へ
ば
八
ル
ジ
シ
グ
ブ
オ

ル
ス
に
於
て
は
ご
十
五
菜
ま
で
な

6
0

第
一
一
三
項
権
限
。
総
合
は
市
参
事
合
員
を
或
は
推
選
し

或
時
任
命
し
、
書
記
長
、
牧
人
役
、
市
棒
等
重
な
る
自
治

区
の
変
員
を
選
悲
し
、
市
に
関
係
ゐ
る
す
べ
て
の
淘
題
に
，

就
て
討
議
し
、
漁
算
の
う
も
義
務
的
経
費
を
窓
ひ
。
義
務

的
経
費
と
ほ
警
察
費
、
裁
列
所
胤
官
印
私
市
裁
剣
所
職
員
俸

給
等
仁
し
て
元
老
院
の
命
令
仁
よ
ら
で
そ
の
費
目
を
、
規
定

す。

@

e

'

 

第
凶
項
監
督
。
中
央
政
府
は
警
察
を
肱
脇
田
し
、
市
の

位
地
如
何
に
一
従
び
、
識
は
特
設
官
棄
を
し
て
之
を
指
揮
せ

し
め
或
は
市
参
事
合
会
し
て
之
を
左
右
せ
し
む
。
不
動
産

の
寅
賞
、
擦
係
、
市
僚
、
臨
時
課
税
、
衛
生
、
一
公
安
放
に
市
税

艶
克
仁
闘
す
る
鶏
舎
の
決
議
は
之
を
元
老
院
、
久
は
州
知
事

四
九
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に
日
丹
市
じ
で
そ
の
認
可
を
受
け
診
る
可
わ
ら
歩
一
。
換
算
は
有
す
る
市
は
島
問
一
然
市
舎
を
設
け
然
ら
な
る
唱
の
は
之
を
設

義
務
的
経
費
に
闘
し
、
若
ぐ
は
重
大
な
る
縫
克
を
殺
す
時
く
る
と
否
と
は
そ
の
随
意
な

b

o

3

•• 

に
於
て
の
み
二
万
老
院
の
認
可
を
裂
す
、
‘
重
大
な
る
議
夏
、
第
一
'
項
組
織
、
市
曾
議
員
の
数
は
人
口
二
千
人
ま
で

を
矯
ず
時
は
元
老
院
は
鋲
律
の
効
力
を
有
す
る
命
令
を
下
…
の
市
干
の

b
て
は
十
二
人
乃
至
三
十
人
、
人
口
二
千
人
以

す
o
而
し
て
兎
老
院
若
し
、
決
議
一
額
を
以
て
不
十
分
な
β
一
一
上
一
高
人
ま
で
の
市
仁
あ
i
リ
て
は
二
十
)
人
乃
至
一
間
十
人

と
認
り
る
時
は
。
再
ぴ
総
舎
を
召
集
し
そ
の
堅
く
執
て
一
人
口
一
商
人
以
上
二
蔦
人
ま
で
の
市
に
あ
t
り
て
は
三
十
一

可
か
か
」
る
時
は
従
来
の
税
率
に
従
て
徴
税
す
。
市
参
事
舎
一
人
乃
至
五
十
人
、
ニ
寓
人
以
上
の
市
に
あ
1

り
て
は
間
十
一

は
決
議
を
不
法
ー
し
認
め
従
る
時
以
知
事
故
に
元
老
院
に
訴
~
人
乃
至
六
十
人
と
す
。

へ
て
之
が
執
市
汁
拒
む
を
得
。

i

市
民
総
合
を
以
て
選
泉
舎

ιし
、
二
十
五
歳
以
上
の
線

第
五
項
市
舎
。
人
口
二
千
に
織
化
公
る
市
に
於
で
が
も
舎
員
は
女
子
地
に
破
産
し
て
債
権
一
者
よ
し
和
談
せ
も
c
る
が
も
の

市
民
総
合
は
決
議
に
よ
t
り
て
市
舎
を
説
げ
之
ル
し
し
て
総
舎
を
除
を
す
べ
て
被
選
構
を
有
す
。
但
し
州
の
知
事
、
牧
税

の
権
限
を
行
は
し
む
る
を
得
。
然
れ
ど
号
、
市
参
事
員
の
長
、
書
詑
官
、
市
参
事
長
、
讐
察
部
員
、
検
出
場
市
哀
員
等
は
ず

幾
邸
中
、
歳
入
調
査
委
員
決
箪
審
査
委
員
の
任
命
に
際
し
て
ペ
て
被
選
資
格
な
し
。
選
患
は
絶
濁
的
多
数
を
要
し
、
営

は
必
ホ

J

線
舎
を
開
く
。
最
後
に
綿
舎
は
一
日
一
市
合
設
置
を
選
訴
訟
は
市
裁
針
所
之
を
裁
決
す
。

e

--

可
決
せ
し
後
、
更
に
之
が
、
厳
止
を
決
議
し
、
叉
そ
の
権
限
第
二
項
舎
期
椛
限
、
市
合
議
員
の
任
期
は
三
年
じ
し

を
総
少
す
る
乙

Z
得

。

て

毎

年

三

分

の

一

宛

改

選

す

、

議

員

に

報

酬

な

し

。

互

選

第

二

款

市

舎

を

以

て

議

長

副

議

長

谷

一

人

を

悲

?

。

必

要

あ

る

仁

際

し

市
合
議
員
ω
仲卸会

E
E
P
E町
内
は
如
字
的
仁
一
五
へ
ば
市
よ
議
長
の
召
集
広
よ
よ
ツ
て
関
舎
し
解
散
3
る
h

乙
と
な
し
0

9
椴
カ
を
典
へ
ら
れ
食
る
唱
の
な

b
。
人
口
二
千
以
上
を
そ
の
様
限
は
市
民
総
合
仁
岡
b
く
、
且
叉
一
山
広
ん
の
場
A

げ
に

於
て
中
央
政
府
の
・
監
督
を
受
け
て
之
を
行
使
す
る
と

2
叉
但
し
之
を
以
て
不
務
な

b
t認
ひ
る
持
拡
、
知
事
故
に
一
万

穂
舎
に
岡
b
。
然
れ
ど
司
市
民
総
合
的
常
仁
重
要
な
る
椎
老
院
仁
訴
ヘ
て
之
が
執
行
を
拓
む
を
得
。

阪
を
留
保
す
る
乙
と
上
越
の
如
し
。

f.
市
長
は
叉
中
央
政
府
の
代
表
者
仁
し
て
殊
に
市
の
警
察

第

三

款

市

毒

事

合

…

に

関

し

て

は

知

事

の

命

令

の

下

仁

ゐ

6
0

市
参
事
舎
は
市
の
行
政
権
を
行
使
す
。
乙
れ
を
組
織
す
一
第
二
節
村
舎

る
は
第
一
九
市
長
に
し
て
第
二
、
数
人
の
参
事
員
な
λ
ノ
。
一
村
自
治
機
関
の
構
成
は
一
八
六
五
年
二
月
六
日
の
法
律

市
長
以
市
民
総
合
の
推
選
せ
る
三
人
の
候
補
者
仁
就
て
之
一
を
以
て
規
定
し
北

b
。
村
政
は
村
民
総
合
E
ζ

村
参
事
舎
と

を
勅
選
し
、
参
事
員
は
市
民
総
合
之
を
選
泉
し
知
事
は
選
一
之
に
蛍
る
。

九
-
-
-
-

懇
の
結
果
を
日
公
布
し
て
之
に
辞
令
生
次
附
す
。
市
長
故
に
…
村
民
総
曾
、
各
村
々
民
総
合
は
そ
の
住
兵
よ

b
組
織
3

市
参
事
員
以
市
の
行
政
事
務
の
外
に
裁
列
上
の
事
務
を
司
一
る
、
乙
と
が
も
叉
そ
の
権
限
笠
宮
民
総
合
iι

同
b
o

一
定
の

b
、
市
裁
剣
所

zszω
吋
符
け
を
構
成
す
、
終
身
官
に
し
て
一
決
議
は
同
b
く
政
府
の
認
可
を
経
ゐ
を
要
す
。
橋
梁
道
路
.

党
職
3
る
、
乙
と
な
じ
。
大
市
に
あ
・
り
て
は
二
人
の
市
長
一
通
過
一
寝
技
の
決
議
の
如
を
邸
も
然
。
。
知
事
は
不
法
な

あ
よ
り
、
一
人
は
市
の
行
政
事
務
に
方
ム
ツ
、
一
人
は
裁
列
所
る
決
議
の
執
行
を
禁
歩
る
得
ー
そ
の
他
政
府
を
代
表
す
る

長
的
事
に
任
・
ヂ
、

3
れ
ど
そ
の
任
命
の
方
法
は
会

1

・
〈
く
相
同
は
代
官
説
仁
郡
長
な

b
0

.邑0

・

@

.

'

1
5
0

市
」
長
市
参
事
員
一
の
報
酬
は
市
の
義
務
的
経
費
に
属
す
村
参
事
舎
は
合
長
、
副
舎
長
、
五
名
以
上
の
参
事
け
治

市
長
若
く
は
参
事
員
の
一
人
市
民
一
線
舎
の
合
長
と
な
る
に
若
干
の
・
一
見
員
を
以
て
之
を
組
織
す
。
そ
の
任
期
以
一
一
一
筒

市
舎
の
設
あ
る
時
は
市
長
は
討
議
に
参
加
し
必
要
な
る
事
年
に
し
て
村
民
総
合
之
を
選
任
す
。
改
選
に
際
し
て
は
会

，
貨
を
報
告
す
る
喝
決
議
に
加
は
ち
歩
。
ー
員
を
夏
代
せ
し
り
、
彦
事
員
に
報
酬
な
し
。
知
事
例
事
部

市
参
事
命
日
は
市
民
総
合
叉
は
市
舎
の
決
議
を
執
行
す
、
長
代
官
小
向
尚
子
絞
教
員
有
給
村
真
仁
は
被
選
棋
な
し
。
市
合

雑

べ銭

回一九一一〕
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議

員

被

選

資

格

一

は

叉

村

参

事

員

に

号

越

用

せ

ら

る

。

第

一

款

市

裁

剣

所

@
@
a
s

・

第

四

孝

司

法

制

度

第

一

項

組

織

俸

給

。

市

裁

剣

所

は

市

長

と

前

章

に

漣

2

総

説

J

ベ
た
る
が
如
き
修
件
の
下
に
任
命

3
れ
な
る
参
事
員
と
を

.。

.

-

7

第
一
積
載
剣
様
。
仁
三
段
の
区
別
L
m
b
o
第
一
、
第
以
て
之
を
組
織
す
。
共
仁
終
身
官
な
よ
ツ
O

検
事

p
r
p
M

一
審
裁
判
所
邸
ー
も
市
に
あ
ιり
て
は
市
裁
剣
所
一
月
・

5cる
け
け
は
元
老
院
検
事
警
友
之
を
任
命
す
。
列
事
の
俸
給
は
市
民

郡
に
あ
F

り
て
は
郡
裁
剣
所
出
似
白
骨
号
付
第
一
九
第
二
審
裁
総
合
之
を
定
め
市
の
大
小
に
よ
I

り
て
等
し
か
ら
歩
。
叉
加

剣
所
邸
ら
控
訴
院
出
。
町
一
・
似
江
氏
切
符
ヒ
第
一
ニ
、
第
三
審
高
等
裁
一
体
十
炉
~
給
輿
コ
る

h
tふ
る
M

も
そ
の
額
は
亦
一
一
定
せ
歩
。
へ

剣
所
郎
元
考
院
の
一
部
を
構
成
せ
る
司
法
部
ζ

れ
な
β
。
ナ
ル
u
t
y

グ
プ
オ
ル
ス
に
於
℃
時
所
長
の
俸
給
は
一
高
二
千

裁
剣
所
は
仰
れ
H
U
民
事
刑
事
商
事
対
に
行
政
訴
訟
を
審
馬
二
馬
は
一
法
一
仁
等
し
〕
な
る
が
う
寸
竹
本
俸
九
千
鳥
に
し

・

却
し
陪
審
官
片
山
川
ゐ
-
一
少
。
検
挙
の
臓
は
専
任
者
之
を
行
ふ
て
加
俸
三
千
馬
な
t
り
o

叉
陪
席
剣
事
の
俸
給
は
六
七
千
馬

第
二
項

τ

任
期
υ

剣
事
は
元
老
院
J

議
官
の
外
は
終
身
官
な
t
り
。
小
市
に
於
え
所
長
六
千
馬
、
時
加
剣
事
二
子
、
烏
以

に
し
て
そ
の
任
命
の
方
法
に
は
成
は
直
接
に
若
く
以
推
泉
上
と
す
。

。@

の
後
勅
選
3
る
、
あ
よ
リ
、
或
は
態
恕
の
後
政
府
の
辞
令
を
第
三
一
唄
権
限
。
所
長
と
陪
席
一
剣
事
と
は
等
し
く
裁
剣

受
く
る
あ

b
、
或
は
郡
の
裁
列
所
陪
席
剣
一
与
の
如
く
舛
事
の
事
務
に
皆
る
の
列
席
者
三
人
仁
建
せ
も
c
れ
ば
裁
剣
所
を

の
任
期
に
よ
る
あ
λ
ッ
。
剣
事
は
ニ
十
一
歳
以
上
仁
し
て
大
構
成
せ
ポ
ノ
。
そ
の
権
限
は
す
べ
て
の
訴
訟
に
野
上
て
ん
行
は

患
に
於
て
徐
律
の
試
験
を
及
第
せ
る
替
の
北
る
を
要
ず
。
れ
、
而
し
て
民
事
刑
事
の
列
決
に
濁
し
て
肘
控
訴
を
な
す

而
し
て
候
補
者
は
一
般
に
一
一
一
年
間
都
裁
剣
所
に
於
て
試
補
・
と
と
身
得
。
叉
列
事
に
し
て
破
廉
恥
罪
を
犯
す
時
は
高
等

叉
は
書
記
と
し
て
勤
務
す
可
を
唱
の
と
す
。
務
街
之
を
審
理
し
、
懲
戒
兎
職
の
罰
を
認
す
c

第

~

節

第

一

審

裁

一

剣

所

第

ニ

一

款

郡

裁

剣

一

所

12'1 

@
-
-
-
-
-

組
織
、
俸
給
、
権
限
。
那
裁
剣
所
は
第
一
控
訴
院
の
推

5voぬ
仁
罷
く
。
何
れ
也
第
一
、
終
身
官
と
し
て
直
接
勅
選

勝
せ
し
一
二
名
の
候
補
者
仁
就
て
勅
選
せ
る
一
人
の
剣
事
と

3
れ
文
る
院
長
一
人
i

評
定
官
数
人
、
第
一
一
、
欠
員
ゐ

b
し

む
o
g
R
O
第
二
剣
事
の
大
地
主
の
う
も
に
就
て
選
任
せ
る
際
賞
該
法
院
よ

b
推
薦
せ
る
候
補
者
三
人
に
就
き
て
終
身

七
人
以
上
十
二
人
以
下
の
陪
席
剣
事

Z
似ヨ己

m
g
E
tを
官
'
こ
し
て
勅
選

3
れ
大
る
陪
席
評
定
官
を
以
て
之
を
組
織

以
て
組
織
す
o
陪
席
列
事
の
任
期
は
一
定
せ
・
ポ
ノ
、
但
し
剣
す
。
そ
の
他
ア
ボ
の
控
訴
院
に
は
副
院
長
一
人
を
置
く
。

決
の
結
果
に
よ
る
仁
あ
ら
も
d

れ
ば
宛
純
文
』
る
、

E
な
し
。
評
定
官
と
陪
席
評
定
官
と
は
そ
の
権
能
相
等
し
。
検
事
の

そ
の
権
限
は
剣
事
と
同
一
仁
あ
ら
歩
、
全
員
一
致
の
意
見
職
以
特
設
の
検
事
正
包
〈

0
5
2
m
F二
人
あ

b
て
之
を
行

を
定
ひ
る
を
要
す
''0

叉
被
告
に
謝
し
、
関
係
世
一
副
知
を
交
附
ふ
そ
の
任
命
は
評
定
官
に
同
b
。
院
長
は
定
額
二
蔦
二
千
ー

せ
診
る
可
か
ら
ヂ
。
剣
事
の
俸
給
は
黒
奏
の
祖
税
を
以
て
馬
、
ァ
ポ
控
訴
院
開
館
長
は
一
寓
一
千
馬
、
評
定
官
は
九
千

之
を
支
排
す
る
の
規
定
な
る
が
金
銭
を
以
て
之
を
納
附
す
馬
、
陪
席
評
定
官
以
七
千
五
百
烏
の
俸
給
を
受
く
。
定
額
、

る
の
慣
例
と
な
れ
よ
り
。
耕
地
所
有
者
は
す
べ
て
之
を
納
附
一
の
外
に
更
に
訴
訟
事
件
に
艶
し
て
報
酬
あ
れ
ど
敢
て
云
ふ

せ
合
る
可
か
ら
歩
。
ぞ
の
額
は
地
方
に
よ
y
り
て
異
今
、
八
一
仁
足
ら
歩
。

J

‘
 

.

.

 

千
鳥
よ
F

り
一
一
高
四
千
鳥
の
問
を
上
下
せ
よ
り
。
陪
席
剣
古
学
弘
一
第
一
一
款
槽
限
o
控
訴
・
院
は
第
一
審
裁
剣
所
の
す
べ
て

亦
租
税
と
し
て
些
少
の
俸
給
を
受
く
。
椴
限
は
市
裁
剣
所
一
の
剣
決
に
封
ず
る
挫
し
姉
を
受
理
し
て
第
二
審
裁
剣
を
行
ふ

仁
問
包
。
検
事
一
人
は
市
裁
剣
所
の
検
事
I
C
同
b
く
任
命
一
如
何
な
る
場
A
V
L
悲
元
老
院
に
上
告
し
得
可
し

t
錐
港
、

3
る
、
も
が
も
の
あ
る
号
、
遜
常
肱
代
官
そ
の
専
務
を
取
扱
ふ
…
民
事
仁
於
て
ほ
上
告
者
は
百
九
十
二
馬
の
読
擦
金
を
提
供

第一
L

一

櫛

継

端

院

'

(

ず

可

し

、

、

原

裁

列

の

是

認

3
れ
き
'
心
時
は
之
を
波
牧
す
0

・

第
一
款
組
織
、
俸
給
。
大
あ
岡
仁
三
控
訴
院
ゐ
t

u

o

h

v
く
て
控
訴
院
は
勢
仏
、
第
一
審
裁
判
列
所
の
列
決
せ
る
重

郎
も
之
を
〉
σo
ぐ
g
μ
(
A
V
は

Z
n
o
E
S包
と
稀
す
J

)

越
に
要
事
件
を
審
理
し
、
叉
之
広
野
す
る
控
訴
院
の
剣
決
は
叉

雑
r

銭

四
九
五

b 

‘ 



線
、
区
銭
'

m

高
等
裁
剣
所
の
終
審
に
附
せ
ら
る
。
最
後
に
控
訴
院
は
直

按
じ
第
一
位
俳
と
し
て
官
家
職
務
行
使
の
際
に
犯
せ
ふ
犯
罪

を
審
理
ず
。

一
第
一
一
一
節
一
万
老
院
へ
第
三
審
)

司
法
部
は
元
老
院
第
こ
部
を
構
成
せ
る
議
官
を
以
て
之

を
組
織
す
。
す
べ
て
任
期
三
年
に
じ
て
勅
選
せ
ら
る
。
部

長
は
一
一
宙
開
五
千
馬
議
官
以
二
高
馬
の
俸
給
b
c
受
〈
。
元
老

院
検
察
官
、
検
事
の
職
務
を
行
ふ
。

法
廷
は
之
を
二
部
仁
分
つ
を
得
可
し
、
議
官
五
人
を
以

て
審
理
す
。
但
し
そ
の
全
員
の
同
意
め
か
10
時
は
四
人
に
〈

可
な
ι
り
。
第
二
審
裁
剣
所
印
ら
控
訴
院
内
列
決
に
封
ず
る

上
舎
を
受
理
し
て
終
審
の
裁
列
を
行
ふ
。

(
の
・
り

m
g
o
gげ
u
h
ー
ロ
向
印
H
H
K
a
n
o口
出
に
け
口
広
O
ロ
ω
2
3勺
な
コ

ロ巾的一品別に

Z'

。-

H

吋吋色。吋一
E
g
h
町山口

U
ロ
仏
に
擦
る
。
)

四
九2

し、

~:、

新

著

批

評

支
皐
博
士
箕
作
一
万
八
応
募
一

西
洋
史
講
話

従
来
邦
交
の
西
洋
史
の
る
に
3
れ
し
d
u
の
少
が
ら

S
b

し
が
、
今
回
開
成
館
ょ
ん
務
行
3
れ
な
る
、
箕
作
教
授
の

寸
西
洋
史
講
話
し
(
定
償
金
五
回
)
は
貨
に
乙
れ
ら
の
翠
絡
の

う
も
仁
ゐ
F

り
て
一
頭
地
を
抜
け

6
0
去
の
古
波
斯
凶
以
往

の
国
間
史
を
叙
す
る
に
、
本
女
千
三
百
頁
の
う
も
、
僅
か
に
三

十
二
頁
郎
も
約
四
十
分
の
一
の
頁
を
充
て
社
る
は
腕
わ
物

足
ら
ぬ
忠
一
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
ぞ
れ
却
て
著
者
の
用
意
の

周
到
な
る
を
一
訴
す
が
も
の
に
し
て
}
上
古
史
よ
2
9
は
中
古
史

を
中
古
史
よ

b
は
近
古
史
を
近
古
史
ょ
ん
ノ
は
最
近
史
を
詳

述
し
、
賛
に
一
八
一
五
年
以
来
内
最
近
史
に
殆
ん
ど
会
書

の
一
宇
を
充
て
。
殊
仁
一
八
七
一
年
以
後
の
現
世
史
に
就

て
細
叙
し
あ
F

り
つ
故
に
と
の
笠
間
を
糠
〈
唱
の
は
世
界
の
現

統
含
了
解
す
る
に
於
て
蚕
も
遺
憾
な
が
る
可
し
。
西
洋
史

の
全
局
面
+
ど
れ
か
て
、
西
洋
女
明
義
生
時
代
、
東
西
衝
突
時

代
i

東
西
女
化
融
合
時
代
、
西
欽
混
乱
一
時
代
、
政
教
大
統
一
を
評
し
て
は
印
も
日
く

一
理
想
時
代
、
岡
家
主
義
務
生
時
代
、
西
側
封
抗
時
代
、
、
白
誌
研
は
そ
の
渦
中
記
事
り
な
が
b
乙
れ
を
列
附
加
す
る
?
ど
は
頗
る
困
難
で

西
倒
強
勢
時
代
i

俄
閥
強
大
時
代
、
様
力
卒
術
主
義
流
行
'
高
る
そ
著
者
一
時
俊
民
と
れ
を
一
掩
索
時
代
之
名
け
る
の
で
も
り
る
、
今
各
女

時
特
大
草
命
時
代
、
部
判
官
一
期
主
竣
衝
突
時
代
、
自
由
一
統
二
国
民
の
締
結
過
敏
の
態
度
目
ま
ず
く
昂
進
L
、
蓄
の
思
潮
が
錯
雑

一
混
乱
L
・
て
、
そ
の
開
花
一
訪
和
あ
一
得
b
れ
な
い
‘
人
心
は
概
L
て
従
来
有
つ

主
義
貸
現
時
代
、
世
界
政
局
革
新
時
代
の
十
悶
期
ー
し
な
せ
一
柁
所
の
主
義
朗
増
設
慣
例
の
何
れ
に
泊
。
十
分
満
足
L
な
い
で
、
新
忙
何
者
を

る
が
ー
そ
の
時
代
の
命
名
能
く
要
領
を
得
、
之
含
週
一
演
す
一
恥
得
ょ
う
と
L
て
問
中
陀
一
捜
索
L
つ
h

渇
る
で
き
り
之
て
政
治
科
準
装

る
の
み
'
に
て
既
に
、
人
た
し
て
世
界
史
大
勢
推
移
の
情
態
・
一
術
仰
れ
の
方
面

k
e
一
世
を
風
燦
ず
…
吋
き
卓
設
や
天
下
の
師
表
と
な
る
一
可

を
眼
前
に
労
探
せ
し
め
ポ
ノ
ん
ば
あ
ら
ヂ
。
査
し
i

馨
著
の
一
挙
偉
人
が
綴
れ
日
な
い
で
‘
衆
論
一
紛
・
々
、
群
雄
割
擦
が
今
の
大
勢
で
奇
心
。

…

但

L
成
方
面
に
は
前
期
の
現
樹
貫
主
義
に
桶
ず
る
反
動
と
L
て
‘
跡
調
新
溜
、

感
識
を
以
て
し
て
、
ー
乍
の
息
苦
を
積
み
て
幾
度
か
稿
を
一

J

』

-

一

想

主

義

が

勃

興

L
つ
h
B
る
と
之
は
確
か
に
認
め
b
れ
る
の
で
渇
る
、
か

百
九
め
大
ナ
心
オ
も
の
な
れ
ば
、
尋
常
書
物
製
治
家
の
作
物
と
そ
…
や
う
に
現
代
の
人
は
迷
惑
煩
悶
し
つ
h

あ
る
が
要
す
る
に
と
れ
は
一
昨
曾
が

の
選
を
異
に
す
る
唱
の
あ
る
は
図
よ
ー
ヱ
一
一
口
を
俊
、
芸
る
所
、
最
後
に
大
い
に
境
協
進
歩
す
る
の
準
備
時
期
で
は
忘
る
ま
い
を
葉
は

に
し
て
、
著
者
宅
序
交
に
於
て
寸
乙
れ
安
に
数
年
に
亙
れ

M
?な
の
で
也
容
る

る
呉
面
白
の
努
力
の
結
果
に
し
て
、
余
の
専
問
研
究
の
未
と
。
と
れ
現
代
人
の
反
覆
玩
味
す
可
を
の
評
論
文
I

り
。
著

だ
世
に
恐
に
せ
ぎ
る
¥
も
の
h

一
部
を
毛
合
め
る
唱
の
な
者
は
叉
グ
ロ
ム
ウ
ヱ
ル
の
人
物
に
就
て
兎
角
の
評
論
あ
る

れ
ば
、
本
書
に
封
ず
る
責
任
は
余
の
敢
て
鮮
ず
る
所
に
あ
乙
と
を
述
べ
て
籾
て
臼
〈
、

ち
念
る
な
A

ツ
」
と
一
五
へ
ん
/
O

本
書
に
封
し
て
襟
を
正
し
ヲ
と
の
人
は
卒
し
て
英
雄
入
車
?
底
の
俄
信
者
で
は
な
に
純
潔
熱
誠

な
ぜ
ウ
1
リ
h
m
v

で
事
っ
て
、
そ
の
信
、
ず
る
所
代
従
っ
て
‘
宗
殺
の
鈴
に

せ
し
む
る
唱
の
は
変
に
著
者
の
乙
の
精
紳
な
t

り。

政
治
の
然
記
義
体
L
K
人
で
る
る
t
断
言
す
る
に
間
同
時
せ
胞
の
で
忘
る
。

著
者
は
叉
史
資
の
聯
絡

ι時
代
の
精
油
仰
と
を
問
明
す
る
郎
ち
ク
ロ
V
-
ヱ
ル
は
そ
の
奉
ず
る
主
義
に
殉
ず
る
犬
山
党
情
で
遇
、
進
ず
る

に
カ
を
用
ゐ
、
鹿
々
に
史
論
を
挑
め
る
が
、
現
今
の
思
潮
奨
情
銀
行
の
人
で
事
っ
た
の
で
i

纏
綿
ず
る
四
閣
の
時
m
授の

mmR
騎・底

新

ト

箸

批

評
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